
20.25年12月22日 19時28分 NO. 2179

2第34号証の1
5/22

取り扱うことができる場所

4
5 その他

東京法務局訟務部 P.

別記様式
名称
利用に供される事刑事高山罪盤識官写真係
税をつかさどる保の名称利用の目的 処理達に変することを目的とする。記録される項目

本人として記録ぎ被疑者写真を振照した被疑者れる個人の範囲記録される個人情「都道府県醬類からの送信
報の収集方法記録される個人情都道府県醬泉親の経常的振供先保有開始の年月目
保存場所

備考

取り扱う権限を有するものの範囲犯罪鑑識官、 捜査支援分析管理官、搜ぎ第二課、組繊加罪対策企画果に所感する職景½ 職域通付を利用して伝番する場合における注意事項
電気通信を利用して伝達する場合には、脂号化等の措置を酵ずることa
犯罪鑑識官、 捜幸支援分折管理官、捜き第三課、組織犯手対策企画課の執務室保存すべき場所

虎棄の際は、焼却、裁断等の復元できない方法により、確素に庭番すること



2025年12月22日 19時28分 NO. 2179

2第34号証の2
6/22

記録される個人情

2

4

電気通信を利用して伝達する場合には、暗号化等の措置
取り扱うことができる場所

東京法務局訟務部 P.

別記様式
名称
利用に供される事刑事局犯罪無酸官付法医・理化学係務をつかさどるほの名称利用の目的 出掛捜理に算することを目的止する。肥録される項目 4蠣託理番号

本人として記録さ
れる個人の範囲
親の収集方法記好される個人街君の経営的提供先保有開始の年月日保存語所

被題者DNA型記録に係る被疑者
都造府県営線からの送信
都道府県営察

5

取り扱う権限を有する者の範囲犯罪職官に所属する職員職気通信を利用して伝達する場合における生井項
を講ずること
保存ずべき場所
その位



2025年12月22日 19時28分 NO. 2179

2第34号証の3
7/22

利用に供される事

1

2

取り扱うことができる場所

その他

東京法務局訟務部 P.

別記様式
名称
落をつかさどる餅
の名称利用の目的記録される項目

刑事局鐙醸合付法医・理化学係

犯速車に新する二とを目的とする。1堀託受理年、 2作成府県、 4堀託受理番号

本人として飽録される個人の植田記録される個人情都道府県等準からの送信
朝の収集方法録される個人情都道府県野線親の維常的提供先保有開始の年月日
保存場所備町

4

取り扱う権限を有する者の範囲
一気通信を利用して伝達する場合における注意事項産気通信を利用しで伝達する場合には、暗号化等の措営

を護ずること
北鑑醸官の執務室
保存すべき場所

確袋で縮する地、数断の機元できない方法により、



2025年12月22日 19時29分 NO. 2179

2第34号証の4
8/22

記録される項目

1

2

3 取り扱うことができる場所

5

東京法務局訟務部 P.

別記機式
名称
利用に供きれる事刑事局処事鑑識付野係落をつかさどる様
の名称利用の目的

8群件概要・

青森県和期間人情報量府県響題からの送信
報の維的提供先保育開始の年月日保存場所備考 取り扱う権限を有する者の範囲犯罪酸設官に所属る職員再気通信を利用して伝達する場合における注意事項

塩気通値を利用して伝達する、合には、暗号化毎の指間を講ずること
出罪盤識京 （総合時費）の教務店保存すべき場所

：



2025年12月22日 19時29分 NO. 2179

2第34号証の5
9/22

2

3
4
5

取り扱うことができる場所

その他

東京法務局訟務部 P.

別記様式
名称
利用に飲される事刑事高難鑑識官身完保鶏をつかさどる係
の名称利用の目的
記録される項目

★元不明死休（変死者等を音む。）の宝確認及び行方不明道の速やかな発見に資することを目的とする。

本人として記録さ行方不明者
れる個人の範囲記録される個人情部道府県野菜からの送信
報の収集方法記録される個人情「都道府県婆察報の経済的提供先保有開始の年月日

・

取り扱う権限を有する者の並囲心罪鑑識官に所属する職員電気通信を利用して伝達する場合における注意本道軍気通信を利用して伝達する場合には、暗号化等の措匠
を講ずること
犯罪鑑議官 （総合庁告）の執務室保存すべき場所

座薬の際は、焼却、裁断等の復売できない方法により、確実に廃すること



2025年12月22日19時29分 NO. 2179

2第34号証の6
10/22

利用に供される事

記録される個人情

1

3 取り扱うことができる場所

その他

東京法務局訟務部 P.

別記様式
名称

・刑事局犯罪鑑識官付身元保務をつかさどる係の名称
利用の目的
紀録される項目

身元不明死体（変注者等を含む。）の身元確認及び特異行方
1嘱託受理年、2ヶ託理番量・

7 特縄行方不明者氏名
8特異行方不明者氏名

11資料提供者氏名（カチ）
12貨料提供者氏名（浜字）、
14貸料提供者生年月日、15資料の種類、16使用試17特定DNA型、18倍考特異行方不明音等DNA型記録に係る特黒行方不明者又は安
料提供者都道府県幹察からの送信

本人として記録さ
れる個人の範囲
紙の収集方法記録される個人持根の経常的提供先

備考
2

14

取り扱う権限を有する者の範用犯越鑑酸官に所風する職用産気通信を利用しで伝達する場合における注意事頂超気通信を利用して伝達する場合には：暗号化等の措世
を講ずること
当調鑑離南 （総合庁舎）の執務室保存ずべき場所

地談をする結型・北野等の商元できない方法により、



2025年12月22日 19時29分 NO. 2179 11/22

2

4
5 その他

東京法務局訟務部

2第34号証の7
別記様式
名称
和用に供される専刑事局非盤機官システム管理保
務をつかさどる係の名称利用の目的 北罪理に海することを目的とする・記録される項目
本人として記録さ

都道府県菩察からの送信報の収集方法竜録される個人情！！都道府県醬菜
類の経常的提供先保有開始の年月日
保存場所

4理由発生年月日

3

取り扱う権限を有するものの範囲罪艦譓官に所属する職員普気通信を利用して伝達する場合における生意本項
平気通付を利用して伝達する場合には、1年化等の指図を酵すること取扱らことができる場所他罪鑑識店 （東雲合同庁告）の執務室
保存すべき場所

薬の際は、遊却、裁断等の復元できない方法により。確に席すること

.



2025年12月22日19時29分 NO. 2179

2第34号証の8
12/22

利用に供される事

記録される項目
本人として記録さ

1

2

4

取り扱う権限を有するものの範囲

東京法務局訟務部 P.

別記様式
名称
新をつかさどる保
の名称利用の日的

刑事局処鐙載京システム管理

池野地本に意することを目的とする。4 理由雑生年月日

都道府県津察からの送信
都道府県華寮

瀬の越嵩的提供先
保有開始の年月日保存場所
備考

台

犯罪鑑識官に所属する職員気通悟を利用して伝達する場合における注意事項普気通信を利用して伝達する場合には、暗母化等の措日を講ずること取扱うことができる場所処非鑑識官（東塩合同庁舎）の執務室保存すべき場所
その山



2025年12月22日 19時29分 NO. 2179 13/22

1

2

3
4

東京法務局訟務部

2第34号証の9
P.

別記様式
名称
利用に供きれる事務をつかきどる係
の名称利用の目的記録される項目

刑事局犯罪盤識システム管理係

加那規産に意することを目的とする。

本んとして記録さ・遊蜜指紋に該当する者
都道府県学森からの送信
都道府県警義報の経常的提供

保存開始の年月日保存場所
備考

5

取り扱う権限を有するものの範囲処非繊識官に所る職員電気通信を利用して伝達する場合における注意事項君気通信を利用して伝達する場合には、暗号化等の措替
※厳学ミをができる場所他匪識官（東雲合同庁舎）の執務能保存すべき場所
モの他
雑する無理、熱断等の復元できない方法により、



2025年12月22日19時30分
NO. 2179

2第34号証の10
14/22

4
取扱うことができる場所

5

東京法務局訟務部 P.

別記様式
名称
利用に供される事務をつかさどる保
記録される項目
本人として記録さ

7事局罪鑑識システム管理係

1作成番号、
4逍督指赦画像指紋記録を作成された被師者蜜指赦に該当する者都道府県営察からの送信

紙の経常的提供先
県有開始の年月日保存場所

2
3

取り扱う権限を有するものの範囲犯罪録識官に所属する職員産気通信を利用して伝達する場合における注意事項西気通性を利用して伝達する場合には、時号化等の措置
を講ずること

（東婆合同庁舎）の執務室保存すべき場所
モの位

種長をする製、数断等の後元できない方法により、



2025年12月22日19時30分 NO. 2179

2第34号証の11
15/22

2

4
5

東京法務局訟務部 P.

別記様式
名称
利用に供される事刑事局犯罪糖識システム理係務をつかさどる係
の名称利用の目的 罪捜査に算することを目的とする。記録道目

本人としで記録さ指学級記録を作成された被疑道指茶を製録された事件の被害者都道府県警察からの送情
親の収集力装記録される個入情都道府県数等親の経常的提供先保有開始の年月日
保存場所

ユ

3

取り扱う権限を有するものの雑囲出調鑑識官に所瓜する職員電気通を利用して伝達する場合における出意事項電気通体を利用して伝達する場合には、暗号化等の措置
を講ずること取扱うことができる場所犯非鑑識宮 （東葉合同庁舎）の執務室保存すべき場所
モの社魔井の際は、焼却、裁等の復示できない方法により、確に庭楽すること



2025年12月22日 19時30分 NO. 2179

2第34号証の12
16/22

犯罪捜査に資することを目的とする。
3生年月日、

5

取扱うことができる場所

その他

東京法務局訟務部 P.

別記横式
名称
利用に供きれる事刑事局処罪無識官システム管理保
新をつかさどる様
配袋で3乳営項目本人として記録さ 4性別、5特徴点情報

保存場所

・2

a
4

取り扱う抽限を有するものの韓囲北罪露官に所属する職届念通信を利用して伝達する場合における注意事項
電気通備を利用して伝達する場合には、暗号化体の措固を講ずること
処非銀識官 （取装合同庁書）の執務室
保存すべき場所



2025年12月22日
19時30分 NO. 2179

2第34号証の13
17/22

利用に供される事

取扱うことができる場所

東京法務局訟務部 P.

別記様式
名称

「刑事局犯罪纖蔵官システム管理係務をつかさどる保
の名称利用の目的 犯罪捜直に資することを目的とする。
記録される項目
本人として記録さ遺留学級に該当する者
部森県売期間人情報道府坂業務からの送信
報の収集方法記録される個人情 都道府県築
報の経常的提供先
保有開始の年月日保存場所

2
3

取り扱う推限を有するものの範囲犯罪鑑識官に所属する職員西気通信を利用して伝達する場合における注意事項
電気通信を利用して伝達する場合には、暗号化等の措理を講ずること
犯罪盤識自・（東雲合同庁番）の執務室保存すべき場所
その仙
確発売する糖類、北野の報元できない方法により、

.



2025年12月22日 19時30分 NO. 2179

2第34号証の14
18/22

利用に供される事

2

取扱うことができる場所

東京法務局訟務部 P.

別記様式
名称

刑事局処非鉄識官システム管理係洗をつかさどる係
の名称．：利用の目的 迎罪捜産に資することを目的とする。記録される項目 1 作成番号、2理なつ学数画像、3造国庫紋照会番号

4世蜜堂秋画像本人として記録さ
れる個人の範囲 数記録を生成された被疑者.配線される個人情報の収集方法記録される個人情
報の鮮常的提供先保有開始の年月日保存場所備考

4

取り扱う推限を有するものの範囲犯当鑑識官に所属する職員然通を利用して伝達する場合における注意事項距気通信を利用して伝達する場合社は、時身化等の措
を講ずること
罪鑑職官（東雲合同庁舎）の執務室保存すべき塩所
その組
種恋産する糖類、数所等の獲況できない方法により、



2025年12月22日 19時31分 NO. 2179

2第34号証の15
19/22

4

東京法務局訟務部 P.

別記様式
名手
利用に供される事落をつかさどる様
の名称利用の目西記録される項日

本人として記録さ

刑年局犯罪整蔵官指業数資料保

罪担当にすることを目的とする。
3 作成年、

日-12処分結果
4体成番号、

都道府県幹線
朝の経常的提 生保存用始の年月日保存場所
備考

8

5

取り扱う権限を有するものの範囲北罪盤職官に所感る職同超気通信を利用して伝達する場合における注意事項
悪気通信を利用して伝達する場合には、暗号化等の措置

※装長ることができる場所（本選合同庁舎）の執務室保存すべき揚所
その仙
駐素の隣は、塩却、裁断等の復元できない方法により、確率に魔張する：と



2025年12月22日 19時31分 NO. 2179
2第34号証の16

P. 20/22

記録される項目

4
5

東京法務局訟務部

別起様式
名称
利用に逃される事務をつかさどる保
初龍琴日』

本人として記録さ
親の収集方法記録される個人情都道府県華察

保存場所

刑事局罪識官指業救資料係

6出生地、
12押なつ指数印象

2氏名、3生年月日- 5本籍
8職業、日自署、10分類番号、11回緒

2

a

取り扱う権限を有するものの範囲犯罪繊説官に所属する職員電気通を利用して伝造する場合における生産事項
電気通信を利用して伝達する場合には、暗号化等の措間を講ずること取扱うこさができる場所加調無職官（東野合同庁舎）の執務室
保存すべき場所
その仙
廃乗の際は、梅却、裁断等の復えできない方法により、碓集に薬すること

'--''・・・



2025年12月22日 19時31分 NO. 2179
2第34号証の17

P. 21/22

利用に供される事

- とができる場所

東京法務局訟務部

別記様

刑事局犯非鑑議官指数食料保務をつかさどる係
の名称利用の目的配録される項目 地那捜重に醤することを目的とする。

1恋歴番号、
6課名、 世神ぶ作感装3氏者、4生年月日、5性別

本人として記録さ
れる個人の範囲記録される個人情「都道府県森からの送付

「都道府県營象
報の超常的提供先保育開始の年月日保存場所

2

ヨ

取り扱う権限を有するものの範囲犯罪鑑識官に所属する職員黄気通信を利用して伝達する場合における注意事項電気通信を利用して伝達する場合には、皆号化等の措付
進罪鑑識官•（東季合同庁舎）の熱務室保存すべき協所
その仙 焼却、裁断等の復元できない方法により、



2025年12月22日19時31分 NO. 2179

2第34号証の18
22/22

利用に供される事

2生年月日、3性別、

2

4
取扱うことができる場所

その他

東京法務局訟務部 P.

別記様式
名称
落をつかさどる保
の名称利用の目的記録される項目
本人として肥録きれる個人の花囲応録される個人情
類の通常的提供先保有明始の年月日保存場所
備考

5 作成署

都道府県醬察から送信された指数記録にあついて作成
なし

3

5

取り扱う推限を有するものの範囲犯罪鑑敬官に所属る職員五丸通信を利用して伝達する場合における注意事項在気通信を利用して伝達する場合には、暗号化キの措置を詳ずるこ
犯排鑑識官（東雲合同庁舎）の執務室保存すべき場所

魔乗の際は、焼却、裁断等の復元できない方法により、確実に魔すること


